
抗議声明 

 
福島県の県立病院で平成１6 年１２月に腹式帝王切開術を受けた女性が死亡

したことに関し、手術を担当した医師が業務上過失致死罪で逮捕、勾留、起訴

された件に関して、抗議声明します。  

はじめに、本件で亡くなられた患者様、および遺族の方々に心からお悔やみ

を申し上げます。 

 この医療事故に関しては、福島県により事故調査委員会が開催され、すでに

報告書が作成され、関係者の処分が行われています。また、当該医師はその後

も同病院にて勤務を続けていることから、証拠隠滅や逃亡の恐れはなく、逮捕、

拘留の必要性は全く認められなかったと考えられます。 

 癒着胎盤は術前の診断が極めて難しく、また治療の難度が高い疾患です。本

件においては、医療事故調査委員会の報告によると、患者から子宮温存の希望

があったため、子宮摘出の判断に遅れが生じたとされていますが、当該医師は

手をこまねいていたわけでなく、胎盤剥離部位の縫合、ガーゼによる充填圧迫、

子宮動脈血流遮断、そして最終的に子宮摘出という処置を試みています。 

  今回のように診療上ある一定の確立で起こり得る不可避な事例に対し、その

状況下において、できる限りの処置を行なったにもかかわらず、刑事責任を問

われ逮捕、起訴されるようなことが許されれば、今後は、産婦人科医療だけに

とどまらず、すべての医療が萎縮し、医療レベルの低下を招き、ひいては国民

の不利益になるものと考えます。 

 ここに、医療に携わっている我々の社会的使命によって、強く抗議します。 
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